
「愛宕地区計画（案）」の説明会

日時 令和７年６月21日（土）
場所 文化会館 視聴覚室



① 都市計画の経緯

② 暫定用途地域の解消

③ 地区計画（案）の説明

④ 今後のスケジュール

⑤ その他（質疑応答ほか）

説明内容
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①都市計画の経緯
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神守地区 市街化区域

津島市の都市計画

唐臼地区 市街化区域

旧市街地地区 市街化区域

○津島駅
○市役所

○神島田小学校

至 名古屋（豊公橋）

至 名古屋（万場大橋）

至 名古屋（笹島）

昭和45年に市街化区域に編入

昭和60年に

市街化区域に編入
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○東公園

天王川公園○

○
南小学校

愛宕地区 市街化区域

昭和60年に

市街化区域に編入

昭和60年に

市街化区域に編入

※令和５年２月時点



津島市内の用途地域

○津島駅
○市役所

暁中学校○

○神島田小学校

至 名古屋（豊公橋）

至 名古屋（万場大橋）

至 名古屋（笹島）
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○
南小学校

令和５年３月時点
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計画的に市街化
を図るべき区域

第一種低層

住居専用地域

暫定用途地域

第一種低層

住居専用地域

建ぺい率：30％

容積率：50％

※暫定用途地域とは・・・
土地区画整理事業等によ

り住宅供給地の整備として
道路や公園の整備が完了す
るまでの間、暫定的に用途
（建物の種類や規模等）制
限をかける地域で、整備が
完了後用途地域の変更を行
う地域。

愛宕地区



②暫定用途地域の解消
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土地区画整理事業 ・・・ 道路、公園等の公共施設を整
備するため、地権者からその
権利に応じて少しずつ土地を
提供してもらい（減歩）、土
地の区画を整え、宅地の利用
増進を図る事業です。

一定の地区を単位として、施
設の整備、建築物等に関する
事項を一体的、総合的に定め
る都市計画です。いわゆるそ
の地区のまちづくりルールを
定めるものです。

地区計画制度 ・・・

暫定用途地域の解消
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県道名古屋津島線

神守の地区計画

西
尾
張
中
央
道

神守町
信号交差点

至 名古屋→

神守小学校

神守中学校
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神守下町地区
平成30年10月１日（19.3ha)

第一種低層住居専用地域

第一種住居地域

神守中町地区
平成28年３月30日（23.5ha）

準住居地域

第一種住居地域

第一種低層住居専用地域

（株）ノリタケ
カンパニー津島
工場



③地区計画（案）の説明
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地区計画（案）の位置付け
将来都市構造図

唐臼地区

神守地区

中地地区

愛宕地区
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生活道路の整備・改善や身
近な公園の質向上、下水道の
普及等を進め居住環境の改
善を図り、市外への転出抑制
として、親世帯と子世帯が「程
よい距離間」で暮らす近居世
帯を増やすための施策や、市
外からの新たな定住促進など
の方針を定めています。

地域別構想図
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愛宕地区の土地利用

Ａゾーン：良好な居住環
境を有する低層・低密度
の住居系土地利用
建ぺい率 30％→60％
容積率 50％→100％

Bゾーン：住宅や生活
利便施設が複合的に立
地する土地利用



◎建ぺい率
敷地面積に対する建築面積（Ａ）の割

合を示すもの。
◎容積率
敷地面積に対する各階の床面積の合計

（Ａ+Ｂ･･）の割合を示すもの。

例）敷地面積200㎡の場合
建ぺい率 30％⇒建築面積 60㎡未満
容 積 率 50％⇒総床面積100㎡未満

建ぺい率 60％⇒建築面積120㎡未満
容 積 率200％⇒総床面積400㎡未満

建ぺい率と容積率
第一種低層住居専用地域（30／50）

第一種低層住居専用地域（60／100）Ａゾーン ○第一種住居地域（60／200）
Bゾーン

・建ぺい率 30％⇒60㎡（Ａ）

・建ぺい率 60％⇒120㎡（Ａ）

・容積率 100％⇒200㎡（Ａ+Ｂ）

・建ぺい率 60％⇒120㎡（Ａ）

・容積率 200％⇒400㎡

（Ａ+Ｂ+Ｃ）

高さ制限 １０ｍ

高さ制限 １０ｍ

高さ制限 なし

Ａ

Ｂ

Ａ Ａ

Ｂ
Ｂ

Ｃ
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200㎡

200㎡

200㎡

・容積率 50％⇒100㎡（Ａ+Ｂ）
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道路の整備方針



4m未満の道路整備の考え方
イメージ図

⇒建て替え等により道路に面したすべての敷地が後退したとき、４メートルの道
路幅員が確保され、道路側溝等の整備を行い、４メートルの道路が完成します。16



建築物の用途制限

建築することができる建築物

・一戸建て住宅

・店舗や事務所等の兼用住宅

・共同住宅

・神社、寺院、教会

・学校

・老人ホーム、保育所

・公衆浴場

・診療所 など
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変更前

建築することができる建築物

・一戸建て住宅

・店舗や事務所等の兼用住宅

・共同住宅

・神社、寺院、教会

・学校

・老人ホーム、保育所

・公衆浴場

・診療所 など

変更後



全ゾーン 建築物等の形態、色彩、意匠の制限

垣又はさくの構造の制限

敷地面積とその他の制限
Ａゾーンのみ 敷地面積の最低限度160㎡

建築できる 320㎡

分筆前 分筆後

160㎡ 160㎡

建築できない 300㎡

160㎡ 140㎡

分筆前 分筆後

①生垣：高さの制限なし

②透視可能フェンス：基礎の

高さは宅地面から0.6ｍ以下

③植栽と基礎：基礎の高さは

宅地面から0.6ｍ以下

※上記制限に関しては、道路境界線から1.0ｍ未満の距離に存する垣又はさくの場合

①

② ③

18



④今後のスケジュール
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地区計画・用途地域変更
（都市計画決定）

市条例
（建築制限）

令和７年６月21日

令和７年８月～

令和８年３月末予定

・案の公告、縦覧（法第16条）

・県と事前協議

・案の公告、縦覧（法第17条）

・津島市都市計画審議会

・津島市告示

今後のスケジュール予定

地区計画の施行

用途地域の変更

地元説明会

令和８年３月31日

以降

議会可決

条例施行
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ご清聴ありがとうございました。

21

終
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⑤その他（質疑応答）


